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	大株主の状況
＜2019年3月31日現在＞

氏名又は名称 住　所 所有株式数
発行済株式(自己株式を
除く。)の総数に対する 
所 有 株 式 数 の 割 合

千株 ％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番11号 47,274 14.92

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 東京都港区浜松町2丁目11番3号 13,082 4.13
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 8,878 2.80
明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 8,867 2.79
住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1丁目3番2号 5,911 1.86
住友生命保険相互会社 東京都中央区築地7丁目18番24号 5,415 1.70
伊予銀行従業員持株会 愛媛県松山市南堀端町1番地 4,490 1.41

JP MORGAN CHASE BANK 385151
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

25 BANK STREET,CANARY WHARF,LONDON,
E14 5JP,UNITED KINGDOM
(東京都港区港南2丁目15番1号品川インターシティA棟)

4,377 1.38

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 4,293 1.35

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 3,988 1.25
計 ― 106,580 33.64

（注）	� １.	� 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は47,274千株であります。なお、その内訳は、信託口41,634千株、退職給
付信託口5,639千株であります。

	 ２.	� 日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は13,082千株であります。なお、その内訳は、信託口12,382千株、退職給付信
託口700千株であります。

	株式の所有者別状況
＜2019年3月31日現在＞

区分
株式の状況（１単元の株式数100株）

単元未満株式の
状況政府及び地方

公共団体 金融機関 金融商品
取引業者 その他の法人 外国法人等 個人その他 計個人以外 個人

株主数
人

2 63 33 1,181 247 12 18,958 20,496 ―

所有株式数
単元 株

8,019 1,245,122 54,675 937,399 350,837 530 637,905 3,234,487 326,666

割合
％

0.25 38.49 1.69 28.98 10.85 0.02 19.72 100.00 ―
（注）　自己株式7,002,784株は「個人その他」に70,027単元、「単元未満株式の状況」に84株含まれております。

当行は、銀行の公共的使命を念頭に置き、内部留保に
よる財務体質の強化を図ることで経営基盤の確保に努め
るとともに、安定的な配当を継続することを基本方針と
しております。また、当行は中間配当と期末配当の年2
回の剰余金の配当を行うことを基本方針としておりま
す。配当の決定機関は、取締役会であります。
2018年度の配当につきましては、1株当たり14円（う
ち中間配当金7円）の配当を実施することに決定いたし
ました。これにより当期の配当性向は24.25％となります。
内部留保資金の使途につきましては、営業力の強化や
経営の効率化に資する有効な投資を行いますとともに、
お客さまのニーズに応える金融情報サービス体制の充実
にも有効活用してまいりたいと存じます。
当行は、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制

限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会
社法第445条第4項（資本金の額及び準備金の額）の規定
にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金
の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備
金として計上しております。

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであり
ます。

決議年月日 配当金の総額
（百万円）

1株当たり配当額
（円）

2018年11月9日　取締役会 2,217 7.00
2019年5月10日　取締役会 2,217 7.00

	配当政策
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